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「板橋区障がい福祉計画（第４期）」の計画期間が平成 29 年度を

もって終了することから、「板橋区障がい福祉計画（第５期）」を策

定します。また、児童福祉法の改正により、区市町村において障が

い児福祉計画を策定するものと定められたことから、障がい福祉計

画と一体的に「板橋区障がい児福祉計画（第１期）」を新たに策定し

ます。 

策定の趣旨 

１ 計画の策定にあたって 

 「障がい福祉計画」は、障がい福祉サービスや地域生活支援事業

等の提供体制の確保に関する計画であり、地域保健福祉計画に包含

されている「障がい者計画」を具現化する計画にあたります。新た

に策定する「障がい児福祉計画」は、切れ目のない支援を具現化す

る視点から、「障がい福祉計画」と一体のものとして作成します。地

域保健福祉計画の他の分野と「障がい福祉計画」も密接なかかわり

を有していることから、整合・連携を図るとともに、区の他の個別

計画とも、調和を図ります。 

計画の位置づけ 

障がい福祉計画等は、国の基本指針に基づき３年を１期とするこ

とになっており、「板橋区障がい福祉計画（第５期）」と「板橋区障

がい児福祉計画（第１期）」の計画期間を平成 30年度（2018 年度）

から平成 32 年度（2020年度）までの３年間とします。 

計画の期間 

障がい者は増加傾向で、手帳所持者と難病認定者をあわせて、平

成 29 年度当初では 31,387人となっています。 

手帳を所持する障がい児も増加傾向で、平成 29年度当初では

1,250 人となっています。身体障がい児は微減傾向にありますが、

知的障がい児は増加しています。 

障がい者数の 

推移と傾向 

２ 板橋区の障がい者の現状とこれまでのふりかえり 

 近年、障がい者福祉に関わる法令等の改正が多く見られます。障

がい者の権利と尊厳を保護するとともに、社会参加の促進に向けた

法整備が進んでいます。 

制度の変遷 

計画の対象 発達障がい等、支援を必要としながら、必ずしも障がい者手帳の

対象とならない人も増えてきています。本計画では、障がい者手帳

の所持に限らず、障がい者支援を必要とする方を対象とします。 
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【障がい者の推移】               【障がい児の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【精神障がい者数の推移】        【特別支援学級等在籍児の推移（小学校）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【障がい福祉サービスの実施状況】                 

 単位 
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護 
時間分 11,708 12,419 106.1% 13,521 11,843 87.6% 14,153 13,201 93.3% 

人／月 656 776 118.3% 814 784 96.3% 852 855 100.4% 

重度訪問介護 
時間分 13,667 15,070 110.3% 15,608 15,958 102.2% 15,931 16,455 103.3% 

人／月 38 52 136.8% 56 54 96.4% 62 54 87.1% 

同行援護 
時間分 3,651 3,882 106.3% 3,937 3,953 100.4% 3,980 4,186 105.2% 

人／月 200 140 70.0% 148 145 98.0% 152 152 100.0% 

行動援護 
時間分 155 113 72.9% 155 0 0.0% 155 7 4.5% 

人／月 1 1 100.0% 1 0 0.0% 1 1 100.0% 

重度障害者等包括支

援 

時間分 0 0 － 0 0 － 0 0 － 

人／月 0 0 － 0 0 － 0 0 － 

障がい福祉サービスの実施状況は、施設入所支援や生活介護が減

少・横ばいで、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助（グル

ープホーム）で利用人数が増加しています。 

障がい児向けサービスの実施状況は、児童発達支援、放課後等デ

イサービスで利用人数が増加しています。 

サービスの利用状況 

資料：●●●（各年●月●日現在）
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 単位 
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護 
人日分 15,926 16,575 104.1% 17,879 16,584 92.8% 18,355 16,633 90.6% 

人／月 787 860 109.3% 903 858 95.0% 927 860 92.8% 

自立訓練（機能訓練） 
人日分 73 110 150.7% 120 122 101.7% 125 59 47.2% 

人／月 8 7 87.5% 6 7 116.7% 7 4 57.1% 

自立訓練（生活訓練） 
人日分 999 1,167 116.8% 1,241 1,137 91.6% 1,279 1,456 113.8% 

人／月 36 51 141.7% 53 46 86.8% 57 54 94.7% 

就労移行支援 
人日分 1,472 1,768 120.1% 1,873 2,000 106.8% 1,895 2,280 120.3% 

人／月 110 105 95.5% 113 122 108.0% 115 148 128.7% 

就労継続支援（A型） 
人日分 747 675 90.4% 743 809 108.9% 762 1,014 133.1% 

人／月 41 38 92.7% 44 45 102.3% 45 56 124.4% 

就労継続支援（B型） 
人日分 10,937 11,563 105.7% 12,610 11,618 92.1% 12,887 11,949 92.7% 

人／月 696 706 101.4% 730 707 96.8% 746 735 98.5% 

療養介護 人／月 53 51 96.2% 51 51 100.0% 51 56 109.8% 

短期入所 
人日分 652 747 114.6% 815 853 104.7% 864 1,053 121.9% 

人／月 76 94 123.7% 97 99 102.1% 104 111 106.7% 

共同生活援助 

(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 
人／月 58 247 425.9% 260 264 101.5% 277 305 110.1% 

施設入所支援 人／月 421 428 101.7% 420 400 95.2% 415 398 95.9% 

地域移行支援 人／月 － 1 － 3 1 33.3% 5 3 60.0% 

計画相談支援 人／月 － 110 － 260 185 71.2% 330 286 86.7% 

【障がい児向けサービスの実施状況】 

 単位 
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 見込量 実績 達成率 

児童発達支援 人／月 － 106 － 173 146 84.4% 200 213 106.5% 

医療型児童発達支援 人／月 － 2 － 5 5 100.0% 5 11 220.0% 

放課後等デイサービス 人／月 － 282 － 387 355 91.7% 425 417 98.1% 

障害児相談支援 人／月 － 8 － 55 20 36.4% 70 58 82.9% 

保育所等訪問支援 人／月 － 0 － － 0 － － 0 － 

 

【児童発達支援・放課後等デイサービスの実施状況 平成 29年６月支給決定】 

 単位 支給決定全体 
幼稚園利用幼児 

＜内数＞ 

保育園利用幼児 
＜内数＞ 

児童発達支援 人 ２３７ ８５ ６６ 

 単位 支給決定全体 
特別支援学校・特別支

援学級（知的） 
＜内数＞ 

情緒障がい等通級指

導学級・通常の学級 
＜内数＞ 

放課後等デイサービス 人 ４２２ ３７９ ３５ 

 

   【障がい福祉サービス費の推移】 

 単位 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

障がい福祉サービス費 百万円 ７，４９５ ８，６４９ ９，２１７ 

        ※ここでの障がい福祉サービス費は、障がい児向けサービス費も含む（端数処理あり） 
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【地域生活支援事業の実施状況（必須事業）】 

サービス名 
平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

理解促進研修・啓発事業 

 福祉体験学習・区民交流会・研修会 6,039人  5,086人  5,422人  

成年後見制度利用支援事業 

 利用支援・費用助成 実施  実施  実施  

意思疎通支援事業 

 手話相談員設置事業  4人  6人  6人  

手話通訳者・要約筆記者派遣事業  3,046人  3,046人  3,375人  

公文書点字化サービス  実施  実施  実施  

日常生活用具給付等事業 

 介護・訓練支援用具  39件  20件  32件  

自立生活支援用具  143件  118件  100件  

在宅療養等支援用具  72件  63件  69件  

情報・意思疎通支援用具  131件  130件  134件  

排泄管理支援用具  8,177件  9,595件  8,394件  

居宅生活動作補助用具  14件  12件  14件  

手話奉仕員養成研修事業 

 手話講習会 160人  158人  178人 

移動等支援事業 

 実施箇所  250か所  272か所  285か所  

年間利用者数  8,364人  9,429人  9,847人  

年間延利用時間数  90,113時間  99,413時間  102,846 時間  

地域活動支援センター機能強化事業 

 
Ⅰ型 

実施箇所  2か所  2か所  2か所  

実利用者数  289人  280人  283人  

Ⅱ型 
実施箇所  5か所  5か所  4か所  

実利用者数  155人  148人  136人  

Ⅲ型 
実施箇所  0か所  0か所  0か所  

実利用者数  0人  0人  0人  

【地域生活支援事業の実施状況（任意事業）】 

サービス名 
平成 26年度 

実績 

平成 27年度 

実績 

平成 28年度 

実績 

日常生活支援 

 日中一時支援 1,449日  1,502日  2,567日  

訪問入浴サービス 1,297回  1,318回  1,403回  

社会参加促進事業 

 スポーツ・レクリエーション教室開催等  実施  実施  実施  

文化芸術活動振興  実施  実施  実施  

自動車運転免許取得費の助成  実施  実施  実施  

自動車改造費の助成  実施  実施  実施  

権利擁護支援 

 障がい者虐待防止対策支援 実施  実施  実施  

就業・就労支援 

 更生訓練費支給  実施  実施  実施  

知的障がい者職親委託 実施  実施  実施  
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① 現在、障がい福祉サービスの利用者は、どの障がいでも概ね３割以下です。常に介

助が必要な状態でも、概ね半数の人は、サービスを使っていない潜在的な対象者になり

ます。将来的には、障がい福祉サービスの利用者数は拡大すると見込まれます。 

障がい福祉サービス利用状況（全体）   障がい福祉サービス利用状況（常に介助が必要な人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 現在、障がい福祉サービスを利用していない障がい者でも、身体状態の変化や身近

に介助してくれる人がいなくなったら、自宅生活の維持や地域での自立生活等のニーズ

に応じて、障がい福祉サービスを使いたいと考えています。また、相談支援を望む声が

上位を占めます。 

障がい福祉サービスが必要な状況 

   

 

                【使いたいサービス上位５回答】 （単位：％） 

 
身体障がい 知的障がい 精神障がい 

1 
相談支援 短期入所 相談支援 

20.4 27.6 30.9 

2 
居宅介護 共同生活援助 就労継続支援 

12.5 26.5 16.1 

3 
短期入所 施設入所支援 居宅介護 

11.8 24.9 16.1 

4 
生活介護 就労継続支援 自立訓練 

8.9 23.2 11.7 

5 
自立訓練 相談支援 生活介護 

8.9 23.2 11.4 

 

 

％

利用している

利用していない

無回答

47.5

48.8

2.8

52.4 

46.3 

2.2 

35.9

61.5

1.6

50.0

41.7

8.3
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本計画策定のため、障がい者を中心に区民アンケートを実施しま

した。主な結果は以下の通りです。 

アンケート概況 

％

利用している

利用していない

無回答

16.4

79.6

3.9

30.4 

65.2 

4.4 

18.8

76.8

4.4

13.2

85.2

1.6
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％

自身の身体状態が変化したら

身近に介助してくれる人がいな
くなったら

使いたいサービスはあるが、空

きがない

使いたい事業所や施設がみつ
かったら

その他

無回答

79.8

38.4

5.0

10.7

4.5

2.9

53.4 

58.5 

3.4 

11.9 

7.6 

5.1 

70.3

33.6

3.1

13.5

10.9

3.9

81.2

34.7

1.4

9.4

8.0

2.8
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身体障がい

知的障がい

精神障がい

難病

身体障がい者 （N = 477）

知的障がい者 （N = 296）

精神障がい者 （N = 420）

難病患者 （N = 381）

身体障がい者 （N = 361）

知的障がい者 （N = 196）

精神障がい者 （N = 327）

難病患者 （N = 323）

（N = 81） 

（N = 82） 

（N = 40） 

（N = 36） 
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③ 保護者が子どもの障がいについて気になり始める時期は、身体障がいでは乳児期、

知的障がい・精神障がいでは就学前までが多くなっています。また、障がいが気にな

った保護者の相談は、医療機関が最も多くなっています。 

      子どもの発達等の最初の相談先 

 

 

 

子どもの発達等について気になり始める時期 

 

        現在の主な相談先 

 

 

 

 

 

④ 障がいのある・なしに関わらず、区民が共通して区に望む障がい者施策は、就労

支援と教育の充実です。   

          【対象別上位５回答】        （単位：％） 

  身体障がい 知的障がい 精神障がい 難病患者 一般 

  1 

障がい者や高齢者に

やさしい「福祉のまち

づくり」を推進するこ

と 

利用できる施設を増や

すこと 

障がいのある人の働

く場の確保や就労の

定着を図ること 

早期発見を支援し、

早い段階での適切な

対応に努めること 

障がいのある人の働く

場の確保や就労の定着

を図ること 

42.4 47.5 43.0 42.4 56.7 

2 

障がいのある人の働

く場の確保や就労の

定着を図ること 

障がいのある人の働く

場の確保や就労の定着

を図ること 

早期発見を支援し、早

い段階での適切な対

応に努めること 

障がいのある人の働

く場の確保や就労の

定着を図ること 

障がいのある子どもた

ちの可能性を伸ばす教

育を進めること 

42.1 43.1 40.9 42.4 53.7 

3 

障がい福祉サービス

や福祉に関する情報

提供を充実させるこ

と 

障がいのある子どもた

ちの可能性を伸ばす教

育を進めること 

相談体制を充実させ

ること 

障がいのある子ども

たちの可能性を伸ば

す教育を進めること 

障がい者や高齢者にや

さしい「福祉のまちづ

くり」を推進すること 

38.2 39.8 37.6 36.8 45.3 

4 

早期発見を支援し、早

い段階での適切な対

応に努めること 

障がい者や高齢者にや

さしい「福祉のまちづく

り」を推進すること 

障がい福祉サービス

や福祉に関する情報

提供を充実させるこ

と 

障がい福祉サービス

や福祉に関する情報

提供を充実させるこ

と 

相談体制を充実させる

こと 

35.5 38.7 37.6 34.0 38.3 

5 

利用できる施設を増

やすこと 

早期発見を支援し、早い

段階での適切な対応に

努めること 

利用できる施設を増

やすこと 

障がい者や高齢者に

やさしい「福祉のま

ちづくり」を推進す

ること 

早期発見を支援し、早

い段階での適切な対応

に努めること 

35.5 33.1 35.9 32.8 36.8 

   

 

％

６か月健診まで

１歳半まで

３歳以下

３歳～就学前
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身体障がい児 （N = 148）

知的障がい児 （N = 119）

精神障がい児 （N = 34）
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（１）障がい児の成長を支える体制の整備 

① 主に幼児期の施策 

ア 早期発見と情報の共有を通じた早期支援 

知的障がいや発達障がい等では、主に幼児期に、行動の特徴等から配慮が

必要と把握されることが多くなっています。幼児期の障がいは、家庭を取り

巻く支援機関等が気づきやすいことも多く、医師会等関係機関と連携し、健

康診断や保育園・幼稚園等での早期発見、保護者との情報共有を通じ、早期

支援に取り組みます。 

 また、平成 33年度（2021年度）の開設をめざす児童相談所の設置を見据

え、児童と保護者にとって利用しやすい障がい児支援体制の検討を進めます。 

 

イ 相談機関、療育機関の充実 

発達の遅れやつまずき、発達が「気になる」子どもについて、専門相談や

今般の障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により、都道

府県・区市町村は、厚生労働大臣の定める「基本指針」に即して

「障がい福祉計画」と「障がい児福祉計画」を定めるものとされて

います。 

国の基本指針 

３ 計画の基本目標と重点施策  

 上位計画である地域保健福祉計画の方向性を踏まえ、本計画で目

指すべき基本目標を「一人ひとりが、自分らしく社会参画できる地

域づくり」とし、この基本目標を区民・事業者と行政とで共有する

ものとします。 

板橋区の基本目標 

板橋区の現状と主要課題や国の施策の方向などを踏まえ、めざす

べき基本目標である「一人ひとりが、自分らしく社会参画できる地

域づくり」に向けて、今後の新たな重点施策を設定します。 

板橋区の重点施策 



 

  9   

療育へのニーズが高まる一方、相談機関と療育機関では、待機期間の長期化

が問題となっています。両サービスに対する一層の参入促進、関係機関との

連携等に取り組むとともに、区立福祉園の療育機能の拡充を検討します。 

 

ウ 療育と幼児教育、保育との連携 

療育を受けている幼児の半数以上は、保育園や幼稚園にも通園しており、

なかでも幼稚園に通う幼児が多くなっています。幼稚園や保育園への支援、

療育と保育・教育との連携を通して、多くの障がい児が幼稚園や保育園に通

園できる環境を整備します。 

 

エ 重症心身障がい児、医療的ケア児への対応 

手帳を持つ身体障がい児は、比較的重度の子が多く、知的障がい等との重

複障がいも多くなっていることから、重症心身障がい児の療育の体制整備に

取り組みます。また、医療的ケアが必要な児童（医療的ケア児）を支援する

ための会議体を設置し、在宅レスパイトのための訪問看護事業等の検討を進

めます。 

 

② 主に学齢期の施策 

ア 情緒障がい等通級指導学級・特別支援教室対象の児童生徒への取り組み 

特に通級指導学級は、教員が巡回して指導する制度に変更され、利用児童数

が大幅に増加しましたが、国や都の調査では、特別な支援を必要とする児童は、

依然として通常の学級に多く在籍するとされています。 

そこで、区は、特別支援教室の巡回指導を中学校でも順次展開します。また、

学齢期を対象とする放課後等デイサービスの利用者には、情緒障がい等通級指

導学級や特別支援教室で指導を受ける児童生徒が少ないことから、通級指導学

級等での指導が必要な発達障がい等の児童生徒に対する専門的な療育体制に

ついて、必要性やあり方を検討します。 
 
 

イ ソーシャル・インクルージョン1の取り組み 

放課後等デイサービスは、児童生徒の療育を目的に実施されますが、ソーシ

ャル・インクルージョンの視点から、放課後等デイサービスの望ましい活用に

ついて、特にあいキッズとの連携についても検討します。 
 
 

                                                   
1 一人ひとり、排除や孤立から援護し、地域社会の一員として包摂する考え方。 
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ウ 放課後等デイサービスの質の改善 

学齢期を対象とする放課後等デイサービスは、年齢層においても、障がい特

性においても、多様な利用者を受け入れています。一方、多くの民間事業所が

参入するサービスでもあることから、質の差異が著しいため、放課後等デイサ

ービスの質の改善について、区として取り組みます。 

 

エ 不登校児対策としての療育機関との連携 

発達障がい等の児童生徒を周囲が理解せず、虐待・不適切な養育、自己肯定

感の低い状態が続くと、学習困難や引きこもり・不登校等を起こすことがあり

ます。発達につまずきのある児童生徒に対し、必要に応じて療育機関との連携

を図ります。 

 

③ 主に就職期の施策 

就職のつまずきと障がい者就労支援機関の活用 

特別支援学校等を卒業する生徒は、一般就労や福祉的就労（就労継続支援）、

生活介護等を選択します。障害者雇用促進法により、障がい者の一般就労が増

加する一方で、知能に特段の支障がなく、大学等に通学する学生の中には、対

人関係の困難さから、就職活動でつまずき、発達障がいに気づくケースもあり

ます。区は、地域の大学や若者支援・就職支援の機関、障がい者就労支援機関

を連携して対応します。 

 

（２）社会参加の促進・障がい者の就労支援 

① 地域での社会参加の促進 

障がいのある・なしに関わらず区民がともに参画する機会が、地域ではまだ

少なく、ソーシャル・インクルージョンの視点から、同じ場所でともに行動す

る機会を確保し、相互理解を促進します。また、教育機会の確保にも努めてい

きます。 

 

② 長期就労の支援 

障がい者の一般就労は、生活環境を大きく変化させるため、特に就労の初期 
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には、配慮や支援が必要です。また、求められる職務に対応できる十分な訓練

を行わないと、早期離職を招きがちになります。一人でも多く一般就労できる

支援はもとより、一人ひとりが長期就労できる支援をより重視します。 

 

（３）地域における自立支援の仕組みづくり 

① 当事者が地域で暮らし続けられる仕組み 

障がい者自身の加齢に伴う障がいの重度化やその家族の高齢化を踏まえ、生

活の場の確保、緊急時の受入対応体制の整備、医療ニーズへの対応、介護保険

サービスと障がい福祉サービスとの円滑な連携等、地域の体制づくりを行いま

す。 

 

② 精神病床の長期入院患者を地域へ 

精神病床から長期入院患者を退院を促進させ、グループホーム等を経て地域

生活への移行を支援するため、患者一人ひとりの容態を踏まえつつ、精神科病

院や支援事業者、行政や関係機関との連携による包括的な体制を構築します。 

 

（４）障がいの特性に応じた支援 

大人の発達障がいについては、発達障がい者支援センターを設置し、発達障

がいの相談に広く対応します。難病患者等については障がい福祉サービスの周

知を図るとともに、高次脳機能障がいについては地域自立支援協議会での部会

を通じてニーズの把握に努め、対応を検討していきます。 

 

（５）障がい者の権利擁護 

地域自立支援協議会権利擁護部会による検討、合理的配慮に関する事例の共

有、虐待の防止や早期発見、権利擁護いたばしサポートセンターを中心とした

成年後見制度の積極的な利用促進等、障がいのある人への配慮が広く地域で実

践されるよう普及啓発を進めます。 

 

各重点施策達成の取り組みについて、国の基本指針で示された計画目標をまとめると、

次項のようになります。 
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【表 本計画における計画目標一覧】 

 基本指針に定める項目 目標 

障がい児支援の提供体制の整備等 

児童発達支援センターの設置 ２か所以上 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 実施 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保 １か所以上 

重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 ２か所以上 

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るた

めの協議の場の設置 
設置 

福祉施設の入所者の地域生活への移行 
平成３２年度末における地域生活に移行する者 36名以上 

平成３２年度末の施設入所者数 ８名以上削減 

精神障がいに対応した地域包括ケアシステム 市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 設置 

地域生活支援拠点等の整備 地域生活支援拠点等の整備 設置 

福祉施設から一般就労への移行等 

平成３２年度中に一般就労に移行する者 78名以上 

就労移行支援事業の利用者数 197名以上 

就労定着支援事業による１年後の職場定着率 90％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      □□□ 障がい児向けサービスの見込量一覧 □□□ 

  
平成29年度 

(2017年度) 

平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

児童発達支援 人/月 281 359 407 440 

医療型 

児童発達支援 
人/月 11 11 11 11 

(新設)居宅訪問型 

児童発達支援 
人/月 － 10 20 30 

放課後等 

デイサービス 
人/月 458 480 502 520 

保育所等 

訪問支援事業 
人/月 0 10 20 30 

障害児相談支援 人/月 64 75 80 95 

利用実績及び利用者数や当事者のニーズ等をもとに、サービス見

込量を設定します。 

利用者の意向及びサービス提供事業者の動向等を注視しながら、

区近隣を含めた地域全体で、サービス見込量の確保を図ります。 

障がい福祉サービス、

地域生活支援事業等 

４ サービスの必要見込量と確保のための方策  
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      □□□ 障がい福祉サービスの見込量一覧 □□□ 

 平成29年度 

(2017年度) 

平成30年度 

(2018年度) 

平成31年度 

(2019年度) 

平成32年度 

(2020年度) 

訪

問

系 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 等 

人数／月 1,103 1,142 1,184 1,224 

時間分 35,007 35,844 36,699 37,554 

日

中

活

動

系 

生活介護 
人数／月 879 886 893 900 

人日／月 17,172 17,692 18,092 18,592 

自立訓練 

（機能訓練） 

人数／月 5 5 5 5 

人日／月 65 65 65 65 

自立訓練 

（生活訓練） 

人数／月 66 74 84 97 

人日／月 1,882 1,966 2,168 2,370 

就労移行支援 
人数／月 165 172 186 197 

人日／月 2,654 2,758 2,947 3,147 

（新設）就労定着支援 
人数／月 － 60 120 180 

人日／月 － 120 240 360 

就労継続支援 

A 型 

人数／月 49 49 49 49 

人日／月 931 931 931 931 

就労継続支援 

B 型 

人数／月 763 783 802 821 

人日／月 12,551 12,926 13,301 13,676 

療養介護 人数／月 60 64 68 72 

短期入所 

（福祉型） 

人数／月 133 138 142 147 

人日／月 1,519 1,569 1,619 1,669 

短期入所 

（医療型） 

人数／月 30 31 32 33 

人日／月 158 165 170 175 

居

住

系 

（新設）自立生活援助 人数／月 － 10 10 10 

共同生活援助 

（グループホーム） 
人数／月 335 363 392 421 

施設入所支援 人数／月 397 394 392 390 

相

談

支

援 

計画相談支援 人数／月 320 350 375 391 

地域移行支援 人数／月 2 15 15 15 

地域定着支援 人数／月 0 6 6 6 
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     □□□ 地域生活支援事業の見込量一覧  □□□ 

 

サービス名 
平成 29年度 

(2017年度) 

平成 30年度 

(2018年度) 

平成 31年度 

(2019年度) 

平成 32年度 

(2020年度) 

理解促進研修・啓発事業 

 福祉体験学習・区民交流会・研修会 5，000人 5,000人  5,050人  5,100人  

成年後見制度利用支援事業 

 区長申立 10件 10件  10件  10件  

報酬費用助成 168件 168件 168件 168件 

意思疎通支援事業 

 手話相談員設置事業  6人 6人  6人  6人  

手話通訳者・要約筆記者派遣事業  4,060人 4,000人  4,100人  4,200人  

公文書点字化サービス  実施 実施  実施  実施  

日常生活用具給付等事業 

 介護・訓練支援用具  31件 35件  40件  45件  

自立生活支援用具  120件 125件  130件  135件  

在宅療養等支援用具  68件 70件  75件  80件  

情報・意思疎通支援用具  131件 135件  140件  145件  

排泄管理支援用具  8,722件 8,800件  8,900件  9,000件  

居宅生活動作補助用具  29件 30件  30件  30件  

手話奉仕員養成研修事業 

 手話講習会 180人 200人  200人  200人 

移動等支援事業 

 実施箇所  285か所 290か所  300か所  310か所  

年間利用者数  9,600人 10,000人  10,500 人  11,000人  

年間延利用時間数  103,000時間 108,000時間  113,000時間  118,000時間  

地域活動支援センター機能強化事業 

 
Ⅰ型 

実施箇所  2か所 2か所  2か所  2か所  

実利用者数  300人 300人  300人  300人  

Ⅱ型 
実施箇所  4か所 4か所  4か所  4か所  

実利用者数  132人 140人  140人  140人  

Ⅲ型 
実施箇所  0か所 0か所  0か所  0か所  

実利用者数  0人 0人  0人  0人  

日常生活支援 

 日中一時支援 4,000日 4,500日  5,000日  5,500日  

訪問入浴サービス 1,313回 1,500回  1,500回  1,500回  

社会参加促進事業 

 スポーツ・レクリエーション教室開催等  実施 実施  実施  実施  

文化芸術活動振興  実施 実施  実施  実施  

自動車運転免許取得費の助成  実施 実施  実施  実施  

自動車改造費の助成  実施 実施  実施  実施  

権利擁護支援 

 障がい者虐待防止対策支援 実施 実施  実施  実施  

就業・就労支援 

 更生訓練費支給  実施 実施  実施  実施  

知的障がい者職親委託 実施 実施  実施  実施  
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◎関連計画を含めた施策体系図 
 

  障がい福祉に関わる重要な施策の全体像を示すため、地域保健福祉計画等に掲載され

ている各種実施計画と、本計画の障がい福祉サービスや地域生活支援事業、また、本計

画で示した新たな取り組み等、障がい者施策に関連する区の各種事業について、本計画

の重要施策の項目で整理し、また、主に対応するライフステージを合わせて示した施策

体系図を作成すると、以下のようになります。（各事業の内容は、計画本編をご確認く

ださい） 

 

※学齢期は、概ね６才から 18 才を想定しています。 

幼児期 学齢期 就労・成年期 高齢期

Ⅰ 障がい児の成長を支える体制の整備

①　主に幼児期への対応

1 乳児家庭全戸訪問事業

2 乳幼児健康診査

 3 出張育児相談

4 乳幼児の発達を支援する関係機関連絡会（発達ネット）

5 あそびを通した早期発達支援事業

6 療育施設の整備促進

7 子ども発達支援センター専門相談

8 ほっとプログラム

9 要支援児保育巡回指導

10 育成医療給付

11 心身障がい児歯科診療

12 要支援児保育

13 臨床心理士による幼稚園巡回指導

14 発達支援のための親の会

15 障がい児療育事業・通所訓練事業

16 児童発達支援

17 医療型児童発達支援

18 訪問型児童発達支援

19 保育所等訪問支援

20 障がい児相談支援

21 重症心身障がい向け児童発達支援事業所の設置

22 重症心身障がい・医療的ケア児に対応する専門会議の設置

23 在宅レスパイトのための訪問看護事業

24 児童相談所の整備

25 特別支援教育相談

ライフステージに対応し

たサービス提供体制 

 

障がいの種類や個々人の生活環境等状況に応じたきめ細かな支援

に努めるとともに、ライフステージに応じて、関係機関との連携を

図り、障がい者の生涯に寄り添う支援を行っていきます。 
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幼児期 学齢期 就労・成年期 高齢期

②主に学齢期への対応

26 事業者への指導体制の整備

27 特別支援教室の導入

28 特別支援学級の整備・充実

29 スクール・ソーシャルワーカーの拡充・活用

30 特別支援教育介添員の配置

31 あいキッズにおける要支援児受け入れ

32 あいキッズにおける要支援児巡回指導

33 特別支援教育就学奨励費

34 巡回指導講師の配置

35 放課後等デイサービス

36 放課後等デイサービスのあり方に関する専門会議の設置

37 特別支援学校等への進路調査

③主に就労期への対応

　 38 いたばし若者サポートステーション

　 39 地域の大学や若者支援・就職支援機関との連携

Ⅱ 社会参加の促進・障がい者の就労支援

①地域での社会参加の促進

　 40 生活介護施設・重症心身障がい児（者）通所施設の整備

　 41 福祉園の改修

　　 42 地域との交流支援

　 43 障がい者（児）余暇活動支援

44 広域にわたる障がい者スポーツ大会の推進

　 45 福祉園利用者の能力向上の取り組み

　 46 優先調達活動の推進

　 47 作業所等経営ネットワークの機能強化

　 48 生活介護

　 49 就労継続支援A型

　 50 就労継続支援B型

　 51 理解促進・啓発事業

　 52 社会参加支援

　 53 地域活動支援センター機能強化事業

②長期就労の支援

　 54 一般就労と就労定着の促進

　 55 チャレンジ就労の促進

　 56 就労移行支援

　 57 就労定着支援

　 58 就業・就労支援
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幼児期 学齢期 就労・成年期 高齢期

Ⅲ 地域における自立支援の仕組みづくり

①当事者が地域で暮らし続けられる仕組み

59 障がい者福祉センターの改修

60 基幹相談支援センターの開設・運営

61 相談支援体制の充実

62 グループホームの整備促進

63 居宅介護

64 重度訪問介護

65 行動援護

66 自立訓練（機能訓練）

67 自立訓練（生活訓練）

68 療養介護

69 短期入所（福祉型）

70 短期入所（医療型）

71 共同生活援助（グループホーム）

72 施設入所支援

73 計画相談支援

74 日常生活用具給付事業

75 移動等支援事業

76 日常生活支援

77 自立支援医療

78 補装具

②精神病床の長期入院患者を地域へ

79 自立生活援助

80 地域移行支援

81 地域定着支援

82 精神障がい者の移行に関する協議の場の設置

Ⅳ 障がいの特性に応じた支援
83 発達障がい支援センターの開設・運営

84 難病患者に対する支援

85 中途障がい者に対する支援

86 同行援護

87 意思疎通支援事業

88 手話奉仕員養成研修事業

89 東京都重度脳性まひ者介護事業

Ⅴ 障がい者の権利擁護
90 職員対応要領の策定・見直し

91 権利擁護いたばしサポートセンター運営助成

92 成年後見制度利用支援事業

93 権利擁護支援
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◎ライフステージに応じた地域の支援体制 

（１）主に幼児期の体制            

            幼児期では、特に早期発見や相談体制を充実させ、適切な療育に

つなげる体制を整えます。 

 

① 相談をしたくなったら 

 ※健診等でお声がけすることもありますが、ご相談に対応する 

機関として、主に以下のようなものがあります。 

 

 ア 育児・発育について相談ができるところ 

  ○地域の健康福祉センター 

            ○地域の CAP’S（児童館） 

            ○かかりつけ医 

            ○子ども家庭支援センター 

 

           イ 特に発達について相談ができるところ 

            ○子どもの心の診療医 

            ○子ども発達支援センター 

 

           ウ 特に療育について相談ができるところ 

            ○地域の福祉事務所 

            ○児童発達支援センター 

            ○障がい児相談支援事業所 

 

          ② 幼稚園や保育園で、気になりはじめたら 

           ※発達が気になり始めても、幼稚園や保育園への通園を支援する

仕組みがあります。 

  ○幼稚園巡回相談事業 

            ○要支援児保育、要支援児保育巡回事業 

            ○保育所等訪問支援 

 

           ③ 専門的な療育が必要になったら 

            ○児童発達支援事業所 

            ○訪問型児童発達支援事業所 

            ○心身障害児総合医療療育センター 

            ○都立北療育センター(医療型児童発達支援センター)＜北区＞ 

 

④ 学齢期に移行するために 

            ○特別支援教育相談 
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（２）主に学齢期の体制            

            学齢期では、障がいの受容を支援しつつ、ソーシャル・インクル

ージョンと療育のバランスに配慮し、社会に参画する基礎を育成

します。 

 

           ① 学校の選択について 

           ※特別支援教育相談に基づいて、支援体制を整えています。 

             ○特別支援学校 

             ○特別支援学級 

             ○特別支援教室 

 

② 相談をしたくなったら 

 ア 育児・発育について相談ができるところ 

  ○地域の健康福祉センター 

            ○かかりつけ医 

○子ども家庭支援センター 

 

           イ 特に発達について相談ができるところ 

            ○子どもの心の診療医 

            ○子ども発達支援センター 

 

           ウ 特に療育について相談ができるところ 

            ○地域の福祉事務所 

            ○児童発達支援センター 

            ○障がい児相談支援事業所 

 

           エ 学校生活の課題等の相談ができるところ 

            ○ひきこもり相談 

 

          ③ 専門的な療育が必要になったら 

             ○放課後等デイサービス 

 

          ④ ソーシャル・インクルージョン 

             ○あいキッズ要支援児受け入れ 

 

          ⑤ 学校からの卒業に向けて 

             ○特別支援学校等への調査 
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（３）主に就労期・成人期・高齢期の体制            

            就職・成人期では、障がいのある・なしに関わらず、自分らしく

社会参画するための体制を整えるとともに、生活習慣病やうつ病

等による障がいを予防する健康づくりも重要になってきます。 

 

 ① 自分らしく社会参画するなら 

            ○区立障がい者就労支援センター（ハートワーク） 

            ○障害者就業・生活支援センター （ワーキング・トライ） 

            ○ハローワーク池袋専門援助第二部門＜豊島区＞ 

            ○就労定着支援事業所 

            ○就労移行支援事業所 

            ○就労継続支援事業所（A・B） 

            ○生活介護事業所 

            ○地域活動支援センター 

 

          ② 障がいがあり、一人暮らしに不安があるなら 

            ○共同生活援助（グループホーム） 

            ○自立生活援助 

 

③ 相談をしたくなったら 

 ア 障がいの相談について 

  ○地域の福祉事務所 

  ○地域の健康福祉センター（主に精神、難病） 

            ○障がい者相談支援事業所 

 

           イ 生活の課題等の相談ができるところ 

            ○ひきこもり相談 

            ○精神保健教育 

            ○アルコール・ミーティング 

            ○うつ病家族教室 

 

④ 生活習慣病を介した障がいを防ぐために 

 ○国保特定健康診査・特定保健指導 

○区民一般健康診査 

○後期高齢健康診査 

 

⑤ 高齢期の介護について 

(65歳以上になると、原則介護保険が優先です) 

             ○地域包括支援センター 
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◎自立支援協議会の定例部会と連携する会議体 

１．当事者部会 

１－１ 大人の発達障がい会議 

１－２ グループホーム会議 

２．障がい児部会 

２－１ 重症心身障がい・医療的ケア会議  

２－２ 児童発達支援事業会議 

２－３ 放課後等デイサービス会議 

３．就労支援部会 

３－１ 就労移行・就労定着会議 

４．権利擁護部会 

５．相談支援部会 

５－１ 障がい児相談支援会議 

５－２ 地域移行支援連絡会議 

６．高次脳機能障がい部会 

障がい者施策だけではなく、子ども・子育て支援や保健医療施

策、介護保険制度をはじめとした高齢者施策等とも連携し、一人ひ

とりの複合的な課題に相談・対応できる体制が求められています。

本計画の円滑な推進のため、身近な行政による包括的な相談支援体

制の整備と、住民主体による地域課題の解決力強化・体制づくりに

ついて「我が事・丸ごと」の地域づくりに向け検討を進めます。 

障がい福祉を含めた 

地域全体での取り組み 

５ 計画の円滑な推進のために 

地域の障がい福祉にかかわる関係者や当事者等で構成される「板

橋区地域自立支援協議会」において、計画推進にあたっての課題の

検討、進捗状況の点検・評価を行います。 

板橋区地域自立支援協議会の定例部会と連携する会議体を設け、

本計画で掲げた重点課題等を分会で審議し、“ＰＤＣＡサイクル”の

考え方に基づき、進捗管理を実施していきます。 

障がい福祉計画等の 

進捗管理 
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分　　　野 委員数 所　属　等 氏　名

学識経験者 1 慶應義塾大学商学部教授   中  島  隆  信

保健医療関係者 1 板橋区医師会（会長） 　水　野　重　樹

板橋区肢体不自由児者父母の会
（身体障がい）

　藤　井　亜紀子

板橋区手をつなぐ親の会
（知的障がい）

　谷　田　千　穂

板橋区視覚障害者福祉協会
（身体障がい）

　生　方　一　恵

板橋区聴覚障害者協会
（身体障がい）

　山　本　英　利

板橋区発達障害児者親の会（ＩＪの会）代表

（発達障がい）
　鈴　木　正　子

板橋区難病団体連絡会
（難病）

　糸　賀　久　夫

民生・児童委員 　小　島　繁　子

板橋区障がい者就労支援センター
（就労）

　内　田　英　雄

社会福祉法人JHC板橋会
（精神向け就労・サービス事業者）

　清　家　政　江

板橋区ともに生きる福祉連絡会
（身体障がい）

　永　島　弘　子

都立志村学園
（特別支援教育・重症心身障がい）

　佐　藤　るり子

東京YWCAキッズガーデン
（障がい児支援）

  土　岐　祥　子

区民代表者 1 公募委員   家　平　　　悟

15

障がい当事者等 6

障がい福祉関係機関 6

６ 資料編：板橋区障がい福祉計画等策定委員会名簿  


